
旭 医 大 達 第 2 3 号 

令和 8 年 3 月 18 日 

国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

旭川医科大学長  西 川 祐 司   

 

国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則の一部を改正する規則 

 

 国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則（平成 18年旭医大達第 77号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）を同表左欄（「改正後」

欄）のように改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

（略） （略） 

（基本給） （基本給） 

第11条 フルタイム勤務職員の基本給月額並びに職員給与規程を適

用する場合の基本給表及び職務の級については，職種に応じ次表の

とおりとする。 

第11条 フルタイム勤務職員の基本給月額並びに職員給与規程を適

用する場合の基本給表及び職務の級については，職種に応じ次表の

とおりとする。 

職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表及び職務の級 

特定業務職員 200,300 一般職基本給表（一）1級 

事務・技術系職員 227,800 一般職基本給表（一）2級 

技能・労務系職員 217,300 一般職基本給表（二）2級 

医療技術職員 227,900 医療職基本給表 2級 

看護職員 269,700 看護職基本給表 2級 
 

職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表及び職務の級 

特定業務職員 192,000 一般職基本給表（一）1級 

事務・技術系職員 219,500 一般職基本給表（一）2級 

技能・労務系職員 209,000 一般職基本給表（二）2級 

医療技術職員 219,600 医療職基本給表 2級 

看護職員 260,200 看護職基本給表 2級 
 

2 フルタイム勤務職員のうち，特定専門分野の指導及び助言又は特

殊な技術若しくは技能が必要とされる職務に携わるため，学長が特

に必要と認めた場合には，前項の規定にかかわらず，その者の基本

給月額並びに職員給与規程を適用する場合の基本給表及び職務の

級については，次表のとおりとする。 

2 フルタイム勤務職員のうち，特定専門分野の指導及び助言又は特

殊な技術若しくは技能が必要とされる職務に携わるため，学長が特

に必要と認めた場合には，前項の規定にかかわらず，その者の基本

給月額並びに職員給与規程を適用する場合の基本給表及び職務の

級については，次表のとおりとする。 



職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表及び職務の級 

特任専門員 305,700 一般職基本給表（一）5級 
 

職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表及び職務の級 

特任専門員 294,900 一般職基本給表（一）5級 
 

前表に規定される者のうち，病院各部の技師長等を担う者の基本

給表及び職務の級については，次表のとおりとする。 

前表に規定される者のうち，病院各部の技師長等を担う者の基本

給表及び職務の級については，次表のとおりとする。 

職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表及び職務の級 

特任技師（士）長 

特任栄養士長 

340,000 医療職基本給表 6級 

 

職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表及び職務の級 

特任技師（士）長 

特任栄養士長 

328,400 医療職基本給表 6級 

 

3 フルタイム勤務職員のうち，管理職手当細則に規定される課長，

監査室長又は看護部長の職員区分相当の職務及び職責を担う者は，

前2項の規定にかかわらず，その者の基本給月額並びに職員給与規

程を適用する場合の基本給表，職務の級及び管理職手当細則の適用

区分については，次表のとおりとする。 

3 フルタイム勤務職員のうち，管理職手当細則に規定される課長，

監査室長又は看護部長の職員区分相当の職務及び職責を担う者は，

前2項の規定にかかわらず，その者の基本給月額並びに職員給与規

程を適用する場合の基本給表，職務の級及び管理職手当細則の適用

区分については，次表のとおりとする。 

職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表，職務の級及び

管理職手当細則の適用区分 

特任課長 

特任監査室長 

331,900 一般職基本給表（一）6級Ⅳ

種 

特任看護部長 343,600 看護職基本給表 6級Ⅲ種 
 

職種 基本給月額 職員給与規程を適用する場

合の基本給表，職務の級及び

管理職手当細則の適用区分 

特任課長 

特任監査室長 

320,600 一般職基本給表（一）6級Ⅳ

種 

特任看護部長 331,900 看護職基本給表 6級Ⅲ種 
 

4 短時間勤務職員の基本給は時間給とし，その額は第1項に定める職

種に応じた基本給月額を基礎として，短時間勤務職員給与規程第6

条第1項第4号及び第2項の規定により算出した額とする。なお，第1

項に定める職種のうち，「医療技術職員」及び「看護職員」の基本

給月額には，職員給与規程第19条第1項第3号の該当する額を加算す

る。 

4 短時間勤務職員の基本給は時間給とし，その額は第1項に定める職

種に応じた基本給月額を基礎として，短時間勤務職員給与規程第6

条第1項第4号及び第2項の規定により算出した額とする。なお，第1

項に定める職種のうち，「医療技術職員」及び「看護職員」の基本

給月額には，職員給与規程第19条第1項第3号の該当する額を加算す

る。 

（諸手当） （諸手当） 

第12条 フルタイム勤務職員には，職員給与規程第3章に規定する扶 第12条 フルタイム勤務職員には，職員給与規程第3章に規定する扶



養手当，単身赴任手当，広域異動手当及び極地観測手当は支給しな

い。 

養手当，単身赴任手当，広域異動手当及び極地観測手当は支給しな

い。 

2 （略） 2 （略） 

3 （略） 3 （略） 

4 フルタイム勤務職員に対する職員給与規程第36条に規定する期末

手当の適用については，同条第2項中「100分の126.25」とあるのは，

「100分の71.25」とする。 

4 フルタイム勤務職員に対する職員給与規程第36条に規定する期末

手当の適用については，同条第2項中「100分の125」とあるのは，

「100分の70」とする。 

5 フルタイム勤務職員に対する給与規定第39条第2項に規定する勤

勉手当の勤務成績に応じて別に定める割合（以下「成績率」という。）

は，次の表に定める成績率を基準として本学の財政事情を考慮の

上，支給の都度，学長が定める。 

5 フルタイム勤務職員に対する給与規定第39条第2項に規定する勤

勉手当の勤務成績に応じて別に定める割合（以下「成績率」という。）

は，次の表に定める成績率を基準として本学の財政事情を考慮の

上，支給の都度，学長が定める。 

勤務成績 成績率 

6月支給の場合 12月支給の場合 

(1) 優秀 100分の52.75 100分の52.75 

(2) 良好 100分の49.25 100分の49.25 

(3) (1)・(2)以外 100分の47.25以下 100分の47.25以下 
 

勤務成績 成績率 

6月支給の場合 12月支給の場合 

(1) 優秀 100分の51.5 100分の51.5 

(2) 良好 100分の48 100分の48 

(3) (1)・(2)以外 100分の46以下 100分の46以下 
 

（略） （略） 

附 則  

この規則は，令和8年4月1日から施行する。  

【改正理由】  

国家公務員の給与改正に準拠するため，所要の改正を行うものであ

る。 

 

 


